
一級

二級 建築士事務所登録証明願
木造

　建築士法第２３条第１項の規定による 一級・二級・木造 建築士事務所として、下記
のとおり登録を受けていることを証明願います。

申請理由（該当するものに○をつけてください）

　ア 指名参加願に添付
　イ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 年 6 月 1 日

埼玉県指定事務所登録機関

一般社団法人埼玉県建築士事務所協会会長

第 号

注意

○ の引いてあるところには○で囲んでください。

○ 支店の場合は開設者の部分（右上）には本店の住所をご記入ください。

○ 一通につき手数料４００円が必要です。

令和

建築士事務所名称

建築士事務所所在地

建築士事務所開設者

月

開設者

記

16

（あて先名）

さいたま市浦和区高砂３－１５－１
埼玉設計株式会社
代表取締役　埼玉　太郎

142600

必要枚数　

（ 7777

建築士

号

1 枚

氏名（名称及び代表者）

（二級・木造は都道府県）

　　免　　　　　許

年

管理建築士

　埼玉設計株式会社　　代表取締役　埼玉　太郎

木造
浦和　始

一級

建築士事務所登録

　埼玉設計㈱一級建築士事務所

　さいたま市大宮区大宮１－１－１

記入例

）第

二級

埼玉県知事登録

住所（   所   在   地   ）

令和 14

　　氏　　　　　名　

2 日


